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令和５年度南陽市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書の提出について 

 

　令和５年度南陽市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況に

ついて、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定に基づき審

査した結果は、別添意見書のとおりです。 
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令和５年度南陽市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見 

 

 

第１　審査の対象 

令和５年度　南陽市一般会計歳入歳出決算 

令和５年度　南陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

令和５年度　南陽市財産区特別会計歳入歳出決算 

令和５年度　南陽市育英事業特別会計歳入歳出決算 

令和５年度　南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算 

令和５年度　南陽市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

令和５年度　実質収支に関する調書 

令和５年度　財産に関する調書 

令和５年度　基金の運用状況 

 

 

第２　審査の方法 

決算の審査は、令和６年７月１６日付けで市長から審査に付された、令和５年度一般会計及び

特別会計歳入歳出決算、実質収支に関する調書並びに財産に関する調書について、南陽市監査

基準に準拠し、法令に適合し、かつ、正確であるかを、計数の正確性、予算執行の適正性に主眼

をおいて実施した。 

基金運用の審査は、審査に付された財産に関する調書のうち、基金の運用状況を記載した書

類について、南陽市監査基準に準拠し、係数の正確性、運用の確実性と効率性に主眼をおいて

実施した。 

審査の方法は、別に法の規定に基づく例月出納検査及び定例監査の結果を参照するとともに、

審査に付された書類について、審査のために別途収集した資料並びに関係諸帳簿等との照合調

査、及び関係職員からの説明聴取の方法により行った。 

 

 

第３　審査の結果 

審査に付された各会計の決算及びその他法令等で定める書類は、地方自治法施行規則に準

拠して作成されており、計数は正確であり、また、予算の執行についても、おおむね適正である。 

基金の運用状況については、書類に記載された係数は正確であり、運用についてもおおむね確

実に行われている。 

審査の意見と決算審査の概要を以下に示す。 
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第４　審査の意見 

 

１　各会計の決算総額 

一般会計及び特別会計の総決算額は、歳入が２６５億４，９７５万２千円、歳出が２５２億３，９８２

万７千円で、前年度に比べ歳入で１２億８，２０６万８千円、歳出で１４億４，０３８万６千円それぞれ

増加した。歳入歳出差引額は１３億９９２万５千円、実質収支額は１２億７，４３８万４千円の黒字で

あり、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、９，３４９万２千円の赤字である。 

決算の規模は、現在の特別会計の構成となった平成２８年度以降では、歳入額及び歳出額とも、

令和２年度、令和３年度に次いで３番目である。 

 

（１）　一般会計 

一般会計の決算額は、歳入が１９１億９，０６３万７千円、歳出が１８１億３，２５８万５千円で、前年

度に比べ歳入で１３億４，２３７万１千円（７．５％）、歳出で１５億５，４８１万円（９．４％）それぞれ増加

した。 

歳入歳出差引額１０億５，８０５万２千円から翌年度へ繰り越すべき財源３，５５４万１千円を差し

引いた実質収支額は、１０億２，２５１万１千円の黒字であり、前年度の実質収支額１１億７，０１２万３

千円を差し引いた単年度収支額は、１億４，７６１万２千円の赤字である。 

歳入の増加要因は、市税、地方交付税、国庫支出金、寄附金、繰入金、市債が前年度に比べ

て１億円から３億円以上増加したこと、及び歳入額が減少した利子割交付金、地方消費税交付金、

交通安全対策特別交付金、財産収入は、どれも５００万円未満の減少額であったことによるもので

ある。 

自主財源の総額は７８億９，０７２万８千円で、前年度に比べ５億５，７４７万２千円（７．６％）増加

し、依存財源の総額は１１２億９，９９０万８千円で、こちらも前年度に比べ７億８，４８９万９千円（７．

５％）増加した。 

歳出の増加要因は、総務費、民生費、衛生費、土木費が前年度に比べて１億円から９億円以上

増加したこと、及び歳出額が減少した労働費、教育費、災害復旧費、諸支出金は、どれも５，０００

万円未満の減少額であったことによるものである。 

構成比は、目的別でみると、民生費が３０．３％、総務費が２３．７％、土木費が１０．８％、教育費

が９．２％の順となっており、性質別でみると、義務的経費が４１．４％、任意的経費が５８．６％とな

っている。 

歳出予算の翌年度繰越額は７億５，２３３万７千円で、前年度に比べ１億６８９万４千円（１６．

６％）増加した。 

 

（２）　特別会計 

特別会計は５会計で、その決算総額は、歳入が７３億５，９１１万６千円、歳出が７１億７２４万２千
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円で、前年度に比べ歳入で６，０３０万３千円（０．８％）、歳出で１億１，４４２万４千円（１．６％）それ

ぞれ減少した。 

歳入歳出差引額は、２億５，１８７万３千円の黒字で、実質収支額も同額である。 

特別会計ごとの実質収支額は、国民健康保険特別会計の事業勘定が８１２万８千円、同会計の

直営診療施設勘定が１万８千円、財産区特別会計が７９８万５千円、育英事業特別会計が６６３万

５千円、介護保険特別会計が２億１，４０６万３千円、後期高齢者医療特別会計が１，５０４万４千円

の黒字である。 

 

２　決算の状況 

 

（１）　歳入 

一般会計の市税は、給与所得者が増加したことによる個人市民税の伸びや、企業の設備投資

による固定資産税の伸びにより、収入済額は３７億３，２９７万円で、平成２０年度に次いで２番目

である。また、現年度課税分の市税収納率は９９．３％で前年度に比べ０．１ポイント、滞納繰越分

は１４．２％で０．１ポイントそれぞれ減少しているが、市税全体の収納率は９７．３％と依然として高

い水準であり、きめ細やかな納税相談、適時の滞納処分の執行、納税方法の多様化及び納税意

識の啓発に積極的に取り組んでいる成果と評価する。今後とも、個々の実態を見極め、適切に対

応していただきたい。 

一般会計の不納欠損額は８３３万９千円で、前年度に比べ１９６万７千円（３０．９％）増加した。う

ち、市税の不納欠損額は８３１万７千円で９９．７％を占めている。収入未済額は、９，７１７万２千円

で、前年度に比べ４４４万２千円（４．８％）増加した。うち、市税の収入未済額は９，４８１万３千円で

９７．６％を占めている。 

特別会計の不納欠損額は１，２２２万７千円で、前年度に比べ３６６万１千円（４２．７％）増加した。

うち、国民健康保険特別会計の不納欠損額は１，１７２万５千円で９５．９％を占めている。収入未

済額は１億３９１万３千円で、前年度に比べ１２２万１千円（１．２％）減少した。うち国民健康保険特

別会計の収入未済額は９，５１３万３千円で９１．６％を占めている。 

収入未済額は年々減少し、近年は横ばい状態にある。収入未済額は債権として督促、保全、そ

の他の法に基づく措置をとり、適切に管理し、不納欠損処分にあたっては、負担の公平性及び歳

入確保の観点を基本としながらも、滞納者個々の状況を十分に調査し把握したうえで、関係法令

に即して、適切かつ速やかな措置を講じられたい。 

 

（２）　歳出 

一般会計の翌年度繰越額の内訳は、総務費で１億３，９２１万円、民生費で１，５６２万３千円、衛

生費で１２２万７千円、土木費で５億３，７３５万５千円、消防費で１，３１７万７千円、教育費で４，５７

４万５千円となっており、翌年度へ繰り越すべき財源の総額は、３，５５４万１千円となった。 
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不用額は１３億２８７万３千円で、前年度に比べ２億３，６５０万６千円（１５．４％）減少した。不用

額が多いのは民生費、総務費、衛生費、土木費、農林水産業費、教育費の順となっているが、予

算額に対する不用額の割合が大きいのは、災害復旧費、農林水産業費、衛生費、民生費、教育

費、土木費、消防費、総務費の順となっている。 

特別会計の翌年度繰越額はなく、不用額は７億４，７４３万７千円で、前年度に比べ１億２，４５５

万４千円（２０．０％）増加した。不用額が多い主な会計は、国民健康保険特別会計（事業勘定）、

介護保険特別会計である。 

市債元金の償還額は１３億８，３４６万円、起債額は１１億７，７５０万円であり、年度末の市債残

高は１４７億４，８８４万７千円である。市債残高は、平成２２年度以降、徐々に減少してきている。市

債は投資的経費の財源となり世代間負担の調整機能を有するものであるが、その償還額や残高

が健全化判断比率算出の基礎数値であることに留意しつつ、起債と償還の管理に努められたい。 

 

（３）　基金 

年度末の現金の残高は、各基金を合わせて３７億９，０２８万８千円で、前年度に比べて３億６９

０万７千円増加している。１億円以上の残高がある基金は、財政調整基金が９億４５４万９千円、減

債基金が１億１，１１８万円、地域振興基金が８億８，４１１万５千円、公共施設維持管理基金が４億９，

５３９万円、国民健康保険事業財政調整基金が２億８，９１０万５千円、介護保険給付基金が７億４，

６８９万７千円である。基金の現金残高は、平成２６年度以降、徐々に増加してきており、効率的な

財政運営の結果が現れていると評価する。基金は年度間の財源の調整機能を持つほか、歳計現

金が不足した場合に一時的に繰替えて財政を安定させる機能も担っていることを考慮し、確実か

つ有利な運用に努められたい。 

 

３　総括 

決算に基づく各種財政指標をみると、決して余裕がある状況ではない。今後も、市税をはじめと

する一般財源と、国庫支出金をはじめとする特定財源の確保はもとより、適正な受益者負担や財

産の有効活用に努め、財源確保を図られたい。 

また、「南陽市健全な財政運営に関する条例」に基づき、地方自治法その他関係法令の趣旨を

踏まえた財務事務の適切な執行と基金や市債の適切な管理を行い、諸々の課題に取組んで市民

の福祉の増進に寄与されるよう、最小の経費で最大の市民サービスの提供を望むところである。 

 


